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圃場整備区域内の土地改良区組合員を所有者から耕作者に変更

・農地中間管理権を締結するにあたり、圃場整備地区内農地の貸借料はすべて

統一単価にする必要がある。新潟北土地改良区組合員は、土地持ち非農家

（所有者）や耕作者等統一性がない。上記組合員が毎年土地改良区賦課金を

支払っているため、その賦課金支払者を統一しないと農地中間管理権賃借料の

統一単価を換地委員会で検討出来ない。

当然小作料という概念が変化する事になるため、慎重な審議が必要である。

2



3

・出し手（地主）と受け手（耕作者）の間に

農地中間管理機構が入って農地中間管理権の

設定を行う。

・農地中間管理権の設定期間：20年

事業期間が20年を超えた場合は変更契約が必要。

・農地中間管理権の賃借料の取り扱い：口座振替

・上記賃借料：地区内統一単価

（換地委員会にて検討）

・受け手：面工事されるまでの現圃場耕作については

現耕作者(非担い手含む)。

面工事後圃場は、換地委員会で決定した

担い手が耕作する。



土地改良法について

・土地改良法（昭和24年6月6日制定）は、土地改良事業について定める

日本の法律である。

・土地改良法第三条及び同法第十一条に土地改良区組合員の

規定がある。
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土地改良法 第三条について
（土地改良事業に参加する資格）

第三条 土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者

二 農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令で定めるところにより、農業委員会（農業委員会等に関する法律（昭和二十六年法律第八十八号）第三条第一項ただし書又は第五項

の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。）に対しその所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出があり、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有

者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者

三 農用地以外の土地であつて所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者

四 農用地以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令で定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出

た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者

２ 前項第二号に規定する農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たとき

は、その資格が交替するものとする。同項第四号に規定する土地の所有者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替す

べき旨を申し出たときも、同様とする。

３ 前二項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、

農業委員会が、政令で定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

４ 第一項又は第二項の規定の適用については、農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法律（平成二十五年法律第百一号）第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。）（同条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。）がその借り受

けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地中間管理機構がその借り受けている農用地を農地中間管理事業の実施により一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令で定めるところによりその旨の認定をし

たときは、その農地中間管理機構をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

５ 第一項の規定の適用については、第九十四条の八第七項（第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。）の規定により土地を使用する者は、その土地が農用地である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみ

なし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。

６ 第五十条第一項の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体又は前項に規定する土地の所有者としての国には、第一項の規定を適用しない。

７ 換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において第七条第四項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、第五十三条の二第一項

若しくは第五十三条の二の三第一項（これらの規定を第八十九条の二第三項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により指定された土地（第五十三条の二の三第一項の規定により指定された土地にあつては、換地

を定めない土地として指定されたものに限る。）の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は第五十四条の二第五項（第八十九条の二第十項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。）の規定により土地を取得

した者（第五十三条の三の二第一項第一号（第八十九条の二第三項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。）に掲げる土地を取得した者を除く。）には、これらの者としては、第一項の規定を適用しない。

８ 第五条第六項又は第七項（これらの規定を第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十八条第六項及び第十八項、第九十六条の二第七項並びに第

九十六条の三第五項において準用する場合を含む。）の承認又は同意に係る土地（承認に係る土地にあつては、農用地及び第五十条第一項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体

が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第一項第三号又は第四号に該当する者が、（当該土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、）

農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。）についての第一項第三号又は第四号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第三号又は第四号に該当する者とし

ては、同項の規定を適用しない。 5



土地改良法 第三条資格者の整理図
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自作地

賃借権

権原:権原（けんげん）とは、

一定の法律行為、または
事実行為をすることを正
当化する法律上の原因。
口頭では「権限」との混同
を避けるため「けんばら」と
も呼ばれる。

①圃場整備事業（一般型）
では、非農用地も地区に入
れることが可能。

②圃場整備事業（機構関連
型）は、非農用地を地区に
編入するのは極めて厳しい。

所有者=耕作者



土地改良法 第十一条について

（組合員）

第十一条 土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、

その土地改良区の組合員とする。

※豊栄地区は土地改良区組合員＝所有者（地主）であったが

今後圃場整備地区は土地改良区組合員＝耕作者に変更していく必要がある。

土地改良区組合員については、土地改良法に明記されているため、

全国的には土地改良区組合員（土地改良区賦課金支払者）＝耕作者である。
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新潟北土地改良区組合員が所有者である原因

・新潟北土地改良区組合員が所有者のままである理由は、おそらく土地改良

区設立当時に原因があると推測される。

・土地改良区は、耕地整理組合と水利組合が合併して土地改良区が設立され

た。（P10図参照）

・耕地整理組合と水利組合は、所有者主義の法律（耕地整理法及び水利組合

法）であった。

・上記組合が合併して設立された土地改良区は、耕作者主義の法律（土地改

良法）に転換された。

・土地改良区設立時での土地改良区組合員変更は、各々の土地改良区にゆ

だねられた。そして、変更も努力義務とされ強制力はなかった。
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土地改良法制定前の歴史
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土地改良区設立の歴史
所有者(地主)中心の制度 耕作者中心の制度

①土地の所有者中心の制度 ⇒ 耕作者中心の制度への転換

②各法の組合の組織、事業の施行、施設の管理の制度の統一

③国営、都道府県営の土地改良事業の制度化

④農地の集団化に関する事業の制度化
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賦課金とは

・賦課金は、国県市町村から徴収される税金ではない。

土地改良区の事業活動に必要な費用にかかる支出に充当するために、組合員に賦

課する金銭である。（税金というよりは使用料という意味に近い)

・第１に、土地改良区の事業は組合員によって利用度が異なるため、その費用にかか

る資金の調達については、事業利用料に応じた負担によらねばならない。（例:補助事

業をしている事業区としていない事業区、事業区に揚排水機があるかないか等）

・第２に、非経済事業については組合員全体が共通に利益を受けるため、組合員全

体に経費を賦課する必要があることである。（例:豊栄の大部分を排水する新井郷川排

水機等の経費等)

〇経費の賦課は、定款にその定めがある場合にのみ認められる。

〇経費の賦課および徴収の方法は、総代会の議決を経なければならない。
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・アパートの例を農用地に言い換えると

①大家→地主

（所有者(土地持ち非農家等)）

②アパート入居者→耕作者（賃借権を締結した入り作者）

Q①.大家もしくは不動産屋とアパート入居希望者が賃貸契約をして家賃/月を支払って入居する。

→A①.賃借権の締結。地主と入り作者が農業委員会で小作料や契約期間を決める。

Q②そのアパートの土地及び建物に係る固定資産税は大家が支払う。日々の生活費や光熱費は、入居者が支払う。

→A②.農用地の固定資産税は地主(所有者)が支払う。

土地改良区賦課金は、揚排水機費(電気代･施設維持管理費)や用排水路の維持管理等で構成されているため、
アパートの光熱費である電気代や水道代等と同じ意味である。

以上のことから、農用地の土地改良区賦課金は、本来耕作者が支払うべきものである。
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土地改良区組合員変更に関わる変化

・土地改良区組合員を土地持ち非農家（地主）から耕作者に

変更した場合に変わる事。（賃借権等で耕作している圃場での対応）

①土地持ち非農家は土地改良区賦課金を支払う必要がないため、

国県市からの税金（固定資産税）支払いとその農地の地代収入

｛農地中間管理権の貸借料（口座振替）｝が発生する。

②耕作者は土地改良区賦課金を支払うため、その農地の地代支出

｛農地中間管理権の貸借料（口座振替）｝が発生する。

③農地中間管理権の貸借料単価は、土地改良区賦課金を含めない

単価設定が必要（換地委員会で検討）になる。
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【参考】農地中間管理権締結のイメージ

・大沼第8区地区圃場整備事業で事業区域内農地の農地中間管理権100%締結が

必須要件である。

中間管理権締結時期をR7年度末に予定。賃借料は統一単価になる。

Ｒ7年度時の中間管理権締結の仕方については、下記画像のとおり新型コロナワクチン集団

接種会場のような形で、全権利者通知して会場に来場してもらう格好を考えている。

・権利者は、通知文（イメージ：コロナワクチン接種券）、

通帳、銀行印を持参。

・40名程度(調整中)/日の来場を予定し、

権利者の都合が悪ければ予備日に振替。
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イメージ図


